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新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急提言 
 

 

現在、全国各地で新型コロナウイルス感染症が再び拡大し、７～８月の感染の波

を超える新規感染者数が発生する状況になるなど、「第３波」とも言える様相を呈し

ている。我々４７人の知事は、国民・政府とともに、何としても爆発的な感染拡大

を防ぐよう全力を尽くす所存である。 

ついては、政府におかれても、下記の項目について迅速に対処されるよう提言す

る。 

 

 

１ ＧｏＴｏキャンペーン事業について 

〇 ＧｏＴｏキャンペーン事業については、感染拡大防止と社会経済活動の引き

上げの両立を図りつつ進められてきたところであるが、新型コロナウイルス感

染症対策分科会からも、感染状況がステージⅢ相当となった場合には対象地域

からの除外も検討するよう提言されていることを踏まえ、ＧｏＴｏトラベル事

業については、一時停止する地域を限定する選択肢を認めるとともに、出発地

の限定も含めて国としての具体的な仕組みを早急に明らかにした上で、国と協

力し各都道府県が地域の感染状況をステージⅢ相当と判断した場合には対象地

域から除外する等、機動的な対応を行うこと。併せて、事業中止に伴うキャン

セル料を国が負担するほか、事業者並びに利用者の混乱回避に向けた対策を講

じること。 

  また、ＧｏＴｏイート事業については、クーポン販売停止やポイントの取扱

いのあり方、対象期限などについて国として早急に具体的な取扱いを明示する

こととし、事業者及び利用者に対し、会食時のマスク着用、手指消毒等、「会

食エチケット」の徹底を国においても強力に広報・啓発するとともに、利用人

数の制限については、各都道府県において感染状況等の地域の実情に応じて柔

軟に適用できるようにすること。 

  なお、ステージⅢの運用・判断について一層の明確化を図るとともに、国と

して責任を持って全国を通じたアクセル・ブレーキの切り替えをそれぞれの地

域の実情を踏まえて判断し、適切かつ機動的に行うこと。また、対象地域の除

外や事業の中止を行った場合は、事業期間の延長等、制度の柔軟な運用を併せ

て検討すること。 

 

２ 感染拡大防止に向けた事業者等への協力要請等について 

○ この度の感染拡大を受けて、政府においては、新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金に新たに「協力要請推進枠」を創設し、感染防止対策に

協力する事業者等への「協力金」の支払い等に対し財政支援を行うこととされ

たところであり、迅速な対応に感謝したい。今後、全国的な感染拡大地域の広

がりとともに、当該地域での外出・営業制限の必要性が高まってくると考えら

れ、協力要請の対象地域の増加も想定されることから、引き続き各都道府県が

円滑に感染防止対策を遂行できるよう、必要に応じ予備費を活用する等、切れ

目のない財源措置を行うとともに、対象エリアの認定基準の明確化や交付限度

額の弾力化、地方負担への財政措置等を検討すること。 
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   また、事業者等への協力要請の実効性を担保するため、営業停止処分や店

名公表等、罰則等の関係法への規定について、引き続き検討を進めること。 

 

３ 今後のコロナウイルス感染症対策について 

○ 各地域において感染が拡大している状況を踏まえ、増大する医療・検査を賄

うため、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の総額を増額するとと

もに、交付上限額の見直し、手続きの簡素化、病院・宿泊療養施設の緊急整

備・改修等による患者受入体制整備への使途拡充、疑い患者受入協力医療機関

及び一般の入院受入医療機関の空床確保料の引上げ、従来の病棟を単位とする

重点医療機関の施設要件の弾力的な運用等、患者実態を踏まえた見直しを行う

こと。 

また、臨時の医療施設等の建築に係る建築基準法等の適用除外措置について、

緊急事態宣言が発令されていない状況でも活用できるようにするとともに、新

型コロナウイルス感染症の治療に必要十分な病床の確保を図るほか、一般救急

医療のひっ迫等の地域の実情に応じて、新型コロナウイルス感染症重点医療機

関においても、新型コロナウイルス感染症以外の救急患者についても受け入れ

ることができるよう、十分な医療体制を確保するために国として十分な財源措

置を行うこと。 

○ 実際に発熱患者を受け入れた診療・検査医療機関に対しては、補助金の対 

象となる基準患者数の拡大、診療報酬上の措置や協力金の支給、新型コロナウ

イルスの抗原検査キットの安定供給及び個人防護具の支給など受入れ患者数に

応じた支援も行うとともに、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」

におけるスタッフに対する危険手当の創設や罹患した場合の休業補償、事務職

員を含む労災給付上乗せ補償の保険料支援を行うほか、医療・介護従事者に対

する慰労金について、対象期間の延長や薬剤師等も含めた支給対象の拡大など、

今後の感染拡大状況に応じ柔軟な対応を行うこと。 

〇 発生状況の分析や国内外の研究成果を活かして、国において感染拡大防止対

策を早急に確立するとともに、事業別ガイドラインの見直しなど機動的に有効

な対策を展開すること。加えて、感染の拡大に対応できる大都市ＩＣＵ拠点の

整備等、速やかに対処するとともに、人工呼吸器、ＥＣＭＯ等医療機器を管理

する人材の育成等を行うこと。 

   また、国として、年末年始に向け、人の移動のあり方について検討するほ 

か、若者等を含め実効性のある国民の行動変容を促す呼びかけを精力的に行う 

こと。 

○  新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行に備えるた

め、インフルエンザワクチンの予防接種が進められているが、一部の医療機

関では予約が取りづらい状況が発生していることから、地域ごとの在庫の偏

在が生じないよう、国の主導により安定的な供給・流通の実現に向け目処を

示すとともに、実効性のある体制を整備すること。 

○ 徹底的な感染拡大防止のため速やかにＰＣＲ検査等が実施できるよう弾力的

な行政検査を地域で行うことを支援するとともに、今後増加が見込まれるＰＣ

Ｒ検査等の需要に対応するため、検査機器の導入や試薬の供給、ＰＣＲ検査セ

ンター設置・運営など、検査に要する経費や民間検査機関を活用した検査体制

の拡充について国として支援を行うとともに、目標とする 1 日 20 万件の検査
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を確実に実施できるよう、国として責任を持って試薬や検査キット等の安定供

給体制を構築すること。併せて、自己採取可能な鼻腔スワブ検体や唾液による

検査を進め、簡易検査陽性の場合は、迅速にＰＣＲによる確定検査が行えるよ

う体制の整備を整え、診療所等でも広く対応可能な検査手法の開発、検証及び

普及促進を図ること。 

 

４ 医療機関等や福祉施設の経営安定化について 

○ 各地域の医療機関は感染拡大防止の最前線で診療・検査に尽力されているが、

新型コロナウイルス感染症の患者を受け入れた医療機関に加え、受け入れてい

ない医療機関においても、受診控えもあり経営が一層厳しい状況となっている。

地域の実情に応じた持続可能な医療機関の経営及び地域医療提供体制の確保に

資するため、地方の意見にも配慮した診療報酬の引上げや福祉医療機構による

無利子・無担保貸付の拡充、国庫補助事業の嵩上げによる事業者負担の軽減、

公立・公的病院や大学病院をはじめとする全ての医療機関に対する財政支援な

ど、医療機関の経営悪化へ歯止めをかけるよう戦略的かつ継続的に対処するこ

と。 

○ 薬局、健診機関、介護・福祉サービス、あん摩マッサージ・鍼灸・柔道  

整復師等の事業所等についても、処方箋受付の減少や利用控えなどにより  

経営上困難な状況であることから、経営安定化のための財政支援等についても、

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の拡充等を図ること。 

 

５ 新型コロナウイルス克服実現に向けて 

○ 新型コロナウイルスを完全に制圧するため、政府は基金の創設など大胆な 

資金投入を行い、責任をもって必要十分なワクチンの開発・確保・供給を図る

とともに、特効薬や治療法の確立を実現すること。併せて、ワクチン接種に向

けた体制整備を早急に図るとともに、現場への情報提供を行うこと。また、治

療薬等の研究開発を行う企業に対し重点的な支援を行うほか、医薬品・医療機

器等の産業育成を戦略的に進めること。 

○ クラスター事例について国・地方の情報共有を図るとともに、看護師やクラ

スター専門人材の派遣を国も中心的な役割を担って行うなど、各地のクラスタ

ー発生の予防・収束に向けた万全の対策を講じること。 

 

６  水際対策について 

○ 感染の再拡大に繋がらないよう入国規制の緩和については慎重に進めると 

ともに、今後の入国制限緩和の見通しに応じた検査体制の抜本的強化、感染症

危険情報レベル２の国からの入国者も含めた外国人の居所に係る情報の都道府

県へ提供の徹底、空港等のＰＣＲ検査待機・検査場所の確保、検査結果が判明

するまでの間の入国者・帰国者全員の留め置き、「ＣＯＣＯＡ」の利用促進、

中長期滞在者の住民票提出推奨等を徹底すること。また、国の責任において十

分な入院先や宿泊療養施設を確保するなど、特定の都道府県に過度な負担が生

じないようにし、自治体への速やかな情報提供を行うこと。 

○ 外国人向けの健康観察等に関し、国においてワンストップ窓口（コールセン

ター等）を設置するとともに、多言語での情報発信や啓発を実施するほか、外
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国人陽性患者等に対するコミュニケーション支援を行うこと。併せて、在日米

軍における新型コロナウイルス感染症防止対策に関係自治体等への迅速かつ適

切な情報提供も含め、最善の措置を取ること。 

 

７ 偏見・差別行為・デマ等の排除について 

○ 感染者及び最前線で治療にあたる医療従事者、更には他の都道府県からの来

訪者や外国人等に対するデマの拡散、偏見や差別、心ない誹謗中傷、人物の特

定などの人権が脅かされることのないよう、国においても人権を守る対策を強

力に講じること。 

また、地方の相談窓口の設置やネット監視業務等に対する財政支援を行うと

ともに、国において感染者情報等の統一的な公表基準を定めること。 

 

８ 新型コロナの影響を被っている経済・雇用への支援について 

○ 新型コロナウイルス感染症により大きなダメージを受けた雇用・産業への 

支援や需用創出・消費喚起対策として、持続化給付金等の再度の支給も含めリ

ーマンショック時を上回る追加の経済対策を講じるとともに、地方自治体が地

域の実情に応じた対策に取り組めるよう、予備費の活用や第３次補正も含め

「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」の増額及び弾力的運用

並びに来年度以降の継続を行うこと。特に、雇用情勢の更なる悪化が懸念され

ていることから、基金を活用した「緊急雇用創出事業」を早急に創設するとと

もに、雇用調整助成金等の特例措置については、来年以降も経済・雇用情勢等

を十分踏まえ柔軟に対応すること。 

併せて、緊急特別融資や生活福祉資金貸付制度について、受付期間の延長や

後年度の地方負担も含めた確実な財政措置を行うとともに、地域の公共交通の

継続的経営に向けた支援等を十分に講ずること。 
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